
収容人数 基本使用料 冷房期間 暖房期間

 4月 1日～ 5月31日

10月1日～11月30日

 　大会議室 ３００人 4,550 6,370 6,825

 　中会議室(1+2+3) １５０人 1,830 2,562 2,745

   中会議室１＋２ １００人 1,100 1,540 1,650

 　中会議室３ ４０人 520 728 780

   研修室１ ２８人 530 742 795

   研修室２ ２０人 380 532 570

　福祉団体活動室 ２４人 590 826 885

※中会議室は通常、中会議室（1・2）を一部屋に設定しております。

 会議室利用可能時間 　９：００～２１：００　（10分前から入室可能） ※準備・片付けを含めた時間でご利用下さい

 貸出のお休み　　 　毎週水曜日（水曜日が祝祭日の場合は木曜日）　／　年末年始（12/29～1/3）

受付時間（申請手続き） 　８：３０～１７：００　（最終受付１６：３０）　＊使用日の５ヶ月前から受付　

 受付のお休み   　年末年始（12/29～1/3）

　米子市福祉保健総合センターふれあいの里　　　指定管理者　旭ビル管理株式会社

　　〒683-0811　鳥取県米子市錦町１丁目１３９－３

　　　　　　　　   TEL：（０８５９）２３－５４９１　　　Fax：（０８５９）２３－３１７７

　 HP： http://www.fureainosato.jp/

MAIL： furesato＠asahibiru.com

(ＨＰで会議室の空き状況が確認できます。最新情報はお電話か窓口にてご確認下さい。)

【別表】

会議室名 キャンセル料の割合

 大会議室 　使用日の１か月前の日の翌日以降 100%

 中会議室（１・２・３） 　使用日の１か月前の日～３か月前の日の翌日 50%

　使用日の３か月前の日まで 30%

 研修室１・研修室２ 　使用日の６日前以降 100%

 福祉団体活動室 　使用日の７日前～１か月前の日の翌日 50%

　使用日の１か月前まで 30%

      ＊利用料は基本的に前払いとなっております。

      ＊新型コロナウィルス感染症対策として「３つの密」を避けるため、なるべくお振込みでのお支払いに
　　　　 ご協力をお願い致します。

　① 会議室の空き状況をお電話またはHPで確認していただき、お電話にて仮予約をして下さい。

　② ■ 窓口申請   ・・・   使用(変更)許可申請書をご記入の上、現金にてお支払い下さい。

米子市福祉保健総合センター　会議室利用料金表

 申請手続きの流れ

 問い合わせ先

区　　分

6月1日～9月30日 12月1日～3月31日

（単位：１時間あたりの使用料）冷房、暖房期間は冷暖房料込み。　　　　　　　　　　　　          　　                  (円）

　　  ■ FAX・MAIL・郵送申請　・・・ 使用(変更）許可申請書をご記入の上、ご提出下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 請求書到着後お振込み又は窓口にて現金でお支払い下さい。


